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中秋の月下  華麗な宴に酔いしれる
首里城公園「中秋の宴」が9月14日、首里城正殿前御庭特設ス
テージで開催されました。「中秋の宴」は琉球王国時代、中国皇
帝の使者である「冊封使（さっぽうし）」を歓待するために旧暦の
8月15日、中秋の名月の下で行われた「冊封七宴（さっぽうしち
えん）」の一つを再現した催しです。月明かりに照らされた正殿
を背に、人間国宝による最高峰の古典舞踊や組踊が披露され、
観客は秋の気配漂う風に吹かれながら、満月に照らされた幻想
的な宴を堪能していました。

組踊「女物狂（うんなむぬぐるい）」。今年は「組踊」の初演から３００年の節目にあたる年で、組踊を目当てに多くの観客が詰め掛けました。
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～涙の観月会～コラム アラフォー見聞録

沖縄県立博物館・美術館蔵

（31人目）
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◎外国人観光客へのおもてなしでこまっていませんか
◎貸しホールご利用のご案内

会員の窓

悪の組織の原価計算

◎いよいよ始まりました！！ 消費税軽減税率制度キャッシュレス・
　消費者還元事業（ポイント還元制度）準備は万全でしたか？

【第7回】ポイント還元制度 消費者としても活用を！

HAISAI那覇商工会議所青年部会報 【第279号】
◎第71回 臨時総会
◎尼崎商工会議所青年部が来県
　那覇ＹＥＧ会員との交流及び勉強会を開催
◎第1回わったー那覇めしグランプリ決定戦実行委員会
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消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用

那覇商工会議所
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◎第51回全国商工会議所女性会連合会総会（鹿児島大会）参加
◎9月定例会開催 ◎県連理事会開催

◎10・11 月スケジュール ◎9 月事務局日誌
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商工会議所の動き
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備前焼の窯元が企画した写真合宿にみるLTVのつくり方

……………………………………… 19p時代を読み解くツボ
『20世紀の予言』は的中したか？

………………………………………… 20p快進撃企業に学べ！
健やかに暮らす家づくりをする『エコ建築考房』

………………………… 21pOIST 沖縄科学技術大学院大学
健康寿命に関わる遺伝子が明らかに

…………………………… 23p沖縄県立博物館・美術館 通信
「沖縄対話」

…………… 22p魅力あるラビリンスタウン
高層のシンボル那覇タワー幻想。高い視線で結ぶ

……………………… 13p那覇商工会議所
◎焼肉 ホルモン 波之屋
◎（株）総合葬祭那覇 （常務  渡嘉敷 唯志）

（店長　楠美 朝比古）
会員企業紹介Q&A

◎ＩＴを経営の力とする研修講座 開催　　◎MFクラウド会計講習会 開催
◎アンガーマネジメントセミナー 開催
◎キャッシュレス決済×プレミアム付商品券獲得セミナー 開催
◎プレミアム商品券説明会（販売店舗、取扱店舗向け）開催
◎全国商工会議所観光振興大会2020 in 金沢

今月の表紙

【那覇市観光協会】
【那覇商工会議所】

福祉制度キャンペーン Part2
那覇商工会議所生命 ＆ アクサ生命
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【第3話】統領・原価計算目覚める！ 
中小企業経営相談ガイド ………… 08pマル経融資・労災保険
最新海外事情レポート … 10pマレーシアにおけるハラル事情

文と絵 ＝ローゼル川田

国営沖縄記念公園（首里城公園）：正殿

令和元年度
申請期日

産業高度化・事業革新促進地域制度（産業イノベーション制度）

設備投資に係る

税の優遇制度
●令和元年
●令和２年

12月13日（金）17：15分必着（令和2年1月末までに認定が必要な場合）
  3月13日（金）17：15分必着（令和元年度実施計画の申請最終受付）

その設備投資、税の優遇が受けられるかもしれません！
　沖縄振興特別措置法で規定されている「沖縄の特区・地域等税制」は、設備投資を行った際に受けられる
国内で最も優遇された税の制度であり、活用件数も年々増えております。
　当制度の相談窓口「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」では、来社・電話・メールによる相
談対応や、申請書作成支援を行っており、毎週金曜日の午後は当制度に詳しい税理士を配置しております。
　5 年以内に設備投資を行った、あるいはこれから設備投資を行う事業者の皆様、どうぞお気軽にお問い合
わせください！

赤字の事業者でも、
活用できますか？

はい、利用できます。

問い合わせ先

ウェブサイト▶ https://www.zei-tokku.okinawa/　E メール：okitoku@okinawa-ric.or.jp

（公財）沖縄県産業振興公社

TEL：098-894-6377 担当 / 照屋・上原明子・安里・上原千加子・島尻

『沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口』

所得控除 投資税額控除 事業税・不動産取得税・
固定資産税の免除

中古資産を取得した場合でも
対象となるのでしょうか？
対象となる場合があります。た
だし、国税に係る税の優遇措置
の利用は、特別償却のみとなり
ます。
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機械装置や器具備品をリース
しようと考えています。リース
の場合でも対象となるので
しょうか。
リースの場合でも、制度を利
用できる場合があります。

対象地域は、本店又は主た
る事務所の所在地のことで
しょうか？
対象地域というのは、設備投
資を行う地域のことです。

赤字の事業者でも優
遇措置を受けること
が出来ます。（固定資
産税等の免除など）

対象となる事業は、自社の主
たる事業のことでしょうか？
対象事業というのは、貴社が
実施する事業のうち、指定の
地域内で実際に設備投資を行
う事業のことです。

補助金を活用した場合
でも、制度を利用でき
ますか？

最大 40％
（法人設立から10 年間） 建物等 8％、機械等15％

事業者必見！

税の優遇制度
設備投資に係る

税の優遇措置の一例


